
Ⅰ 令和2年度　事業報告

1 実施事業

（１）　助成事業（定款第４条第１項第２号）

①　県立学校教育活動助成金

件数 対象人数

74 27,898

4 990

39 17,150

5 1,684

15 4,678

11 3,396

②　見舞金支給

件　数 支払年月日

1 2.11.9

1

（２）　会議室貸付事業（定款第４条第１項第４号）

会議室貸付利用状況推移

件数 金額 件数 金額 件数

7 62,290 37 468,028 44

15 141,880 52 725,456 67

22 175,355 62 1,141,909 84

867,336

備　　　　　考

障害11級

 　県立学校学校管理下における児童生徒の死亡または障害について、見舞金を支給すること
により、児童生徒や保護者の精神的・経済的な負担の軽減を図った。

種類 金　　　　額

非会員

50,000

50,000

2年度

適　用

※申請事業重複2校あり

助成金支給額

14,034,420

1,067,260

8,598,680

696,300

2,511,000

1,161,180

2,115,000

学校行事支援事業

環境整備充実事業

健全育成・部活動支援事業

内
　
　
　
訳

周年記念事業

安全安心対策事業

計

教育活動助成金（教育関係諸団体）

計

　ＰＴＡ会館の会議室を学校や教育関係諸団体・地域住民はじめ一般の企業等に低廉な価格
で貸付けることにより、教育文化並びに地域社会の発展に寄与しているが、2年度は、コロナ禍
の影響を受けてキャンセルが相次ぎ、会議室の貸付収入が例年比の60％減となった。

３０年度

障害見舞金

会員

16,149,420

計

令和３年３月31日現在

金額

 　県立学校の児童生徒や教育関係諸団体が行う研究奨励、体育、文化振興活動、青少年健
全育成、学校教育活動に対し、助成金を支給しその活動の支援を行った。

530,318

令和３年３月31日現在

元年度

1,317,264

令和３年３月31日現在

教育活動助成金（県立学校）

種　　　　別

9団体



２ その他、目的を達成するために必要な収益事業

（１）　会館施設貸付事業（定款第４条第１項第４号及び第５号）

（２）　学力テスト実施事業（定款第４条第１項第３号）

受験者数
１科目
受験料

26,504 240

13,966 240

14,806 240

55,276

（３）　損害保険募集事業(定款第4条第1項第5号）

制度運営費 集金事務費

2,799 839,700 1,215,341

（４）　雑収益（自販機収入及び電柱敷地料）

計

37,672,490

3,351,840

3,553,440

令和３年３月31日現在令和２年度手数料収入状況

保険料徴収額
代理店手数料

27,673,498

13,266,240

　児童生徒の自転車事故や生徒の日常生活・学校生活上の傷害や賠償事故のリスクから守る
ために、学生総合補償制度事業として、損害賠償保険（団体保険）の加入を勧め、安全・安心
な教育環境づくりを目指している。

（株）光藤

自
販
機
収
入

受験料収入額

８/22～8/23

令和３年３月31日現在

アペックス

7,943,951 9,998,992

代理店保険手数料（収入）
延加入者数

4,080,000

保険会社へ支払額

4,080,000

713,232

高等学校生活協同組合

高等学校ＰＴＡ連合会

濱商（株）

計

契約先 備　　　　　　考

月収入額＝電気代3,000円+1本につき10円の販売
手数料   (駐車場横道路側に設置  7月末で撤去)

月収入額＝電気代2,000円+1本につき10円の販売
手数料  (階下駐車場内に設置)

年間収入額

15,099

26,869

6,452,484 4,080,000

　学力テスト委員会を組織し、大学入試問題等を研究しオリジナルなテスト問題を作成して、県
内の高等学校及び中等教育学校の希望生徒を対象に学力テストを実施している。

10,532,484

　なお、３年生の学力テストを春と夏の2回実施する予定であったが、2年度は新型コロナの感
染防止対策のため、春を中止とし夏の1回のみ実施した。

実施日

713,232

2,833,248 2,833,248

駐車場収入 計家賃等

2,906,004

契約先

高等学校教職員組合 2,906,004

令和３年３月31日現在

令和３年３月31日現在

計

3　年　生

２　年　生

１　年　生

備　　　考

1/30

1/30

6,360,960

　教育振興会が行う事業を適正に維持していくために、ＰＴＡ会館の一部の部屋を教育関係団
体に貸与し、またはその敷地の一部を教育関係団体や民間業者に駐車場として貸与し、その
財源を補っている。

1,500

計 43,468

電柱敷地料





　　　


